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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例（まちづくり条例）

とは、開発事業の構想をよりよいものにしていくことによって良好なまち

づくりの推進を図るため、市民と事業者と市が十分な協議を行う手続など

を定め、まちづくりの方針に適合した土地利用を促すものです。 

良好な 

まちづくり 

の推進 

行政 

まちづくりの 

方針の策定 

市民 

まちづくりへの 

積極的参加 

事業者 

まちの一員 

構 想 

建築確認申請・中高層条例（※）届出・開発許可申請の前に手続を 

完了させる必要があります。 

（※）京都市中高層建築物等の建築等に係る住環境の保全及び形成に関する条例 

まちづくり 
条例 

中高層条例 

開発許可申請など 

 

設 計 建築確認 

■設計段階における手続イメージ■ 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例 

～条例の概要～ 

まちづくり事業への参画・開発構想協議 

まちづくり方針の提示 
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 まちづくり条例では、京都市都市計画マスタープランなどのまちづくりに関

する上位計画を「まちづくりの方針」（※）として定め、条例手続のなかで、同

方針に適合した土地利用を促しています。 

（※）・京都基本構想 

・都市計画法第６条の２第１項に規定する整備、開発及び保全の方針 

・都市再開発法第２条の３第１項に規定する都市再開発の方針 

・大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

第４条第１項に規定する住宅市街地の開発整備の方針 

・密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項

に規定する防災街区整備方針 

・京都市都市計画マスタープラン 

・商業集積ガイドプラン 

・京都市緑の基本計画 

・京都市住宅マスタープラン 

・職住共存地区整備ガイドプラン 

・らくなん進都（高度集積地区）まちづくり推進プログラム 

・京都市景観計画 

・京都市歴史的風致維持向上計画 

・「歩くまち・京都」総合交通戦略 

・京都市ＭＩＣＥ戦略 

・京都市持続可能な都市構築プラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なぜ構想段階で行うのですか？ 

 構想の早い段階で意見調整を行うことにより、地域の

方々に開発構想について理解を得ていくことで、円滑な

事業の進捗が図れるとともに、意見を設計に活かすこと

ができます。 

京都市のまちづくりの方針は？ 

意見調整の事例を紹介していますので、

御参照ください。（P.18～P.19） 

Ｑ１ 

Ａ１ 

Ｑ２ 

Ａ２ 

- 2 -



京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例 

条例手続の概要について 

 
１．届出対象の開発事業 

⑴ 市街化区域内の１，０００㎡以上の土地において集客施設（※１）の設置を含む開発事業（※２） 
⑵ 市街化区域内の１０，０００㎡以上の土地において行う開発事業 

 
※１ 集客施設とは、次に掲げる建築物をいいます。（条例第２条第５号） 

○ 物品販売業を営む店舗又は飲食店  
○ ボーリング場、スケート場、水泳場又は運動施設（建築基準法施行令第 130 条の 6

の 2 に規定する運動施設） 
○ ホテル又は旅館 
○ 遊技場 
○ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 
○ 公衆浴場 
○ 集会場（結婚式場、葬祭場その他これらに類する用途に供するものを含む。） 
○ 展示場 
○ 勝馬投票券発売所、場外車券売場、場内車券売場及び勝舟投票券発売所 

 
※２ 開発事業とは（条例第２条第２号） 

都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為並びに建築基準法第２条第１３号に 
規定する建築（新築及び増築に限る。）及び同法第８７条第１項の規定による建築物の 
用途の変更をいいます。 

 
２．届出書類について 

届出を行う者は、下記に掲げる図書を、１部提出してください。（届出書類に押印は不要です。） 
⑴ 開発構想届（第１号様式） 
⑵ 付近見取図（縮尺 1/2,500 で届出に係る土地の区域を示したもの） 
⑶ 施設の配置に係る構想を示す図面（配置図） 
⑷ 自動車の駐車場を設置する場合にあっては、駐車台数、自動車の出入口の位置、その他駐

車場の設置に係る構想の内容を示す図書 
⑸ 開発事業に係る区域の土地及びその周辺の状況を示す図書 
⑹ 開発事業に係る区域の土地における緑地の保全、緑化の推進その他当該区域の周辺の生活

環境との調和に係る構想の内容を示す図書 
⑺ その他開発事業の構想の内容を示す図書（建物の平面図、立面図、断面図等） 

※ ⑷及び⑹の内容については、⑶の図面に記載いただいても構いません。 
※ 届出書類一式は閲覧に供します。 

 
３．その他 

⑴ 手続の流れ、手続フロー図及び届出様式については、４頁から１７頁を御覧ください。 
⑵ まちづくり条例に係る意見調整の事例については、１８頁から１９頁を御覧ください。 

周辺状況の写真， 
撮影位置を示す図書等 
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開 発 事 業 を 行 う 土 地 の 面 積 

 

対象外 

現地に看板掲示 

説明会等の報告 
（京都市に届出）  

説明会等実施 

現地に看板掲示＋ビラ配布 <縦覧期間内> 

説明会の報告（京都市に届出）  

事業者に対する意見書の提出（京都市に届出） 
<公告から３週間以内> 

週間以内 

説明会実施 <縦覧期間内> 

 

公告・縦覧 <２週間> 

見解書の提出（京都市に届出）  

見解書の公表 
（ホームページへの掲載、資料の閲覧等） 

説明を要求された方への戸別説明や説
明会の実施等 <公開から４週間以内> 

要求に対する説明対応の報告（京都市）

に届出） 

事業者に対する見解書の再説明の要求 
（京都市に届出）<公表から２週間以内> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【事業者】 

【市 民】 

【事業者】 

【京都市】 

【事業者】 

意見書あり 京都市は提出された意見書の写しを事業者に送付 

手続の流れ 

【事業者】 

【事業者】 

※１ 集客施設とは、物品販売業を営む店舗、飲食店、ボーリング場などの運動施設、ホテル、遊技場、映画館、公衆浴場、展示場、結婚式場な

どの集会場、勝馬投票券発売所などの不特定多数の人々が利用する施設をいいます。 
 

※２ 新築等に係る部分の建築物の延べ面積が５００㎡以下の場合は、届出のみとなります。 
 
※３ 土地面積２，０００㎡以上の場合において、次のいずれかに該当する場合には、周辺環境への影響が小さい場合もあることから、周辺住民

からの要請があった場合に説明を行っていただくなど、開発面積２，０００㎡未満の場合と同様の手続に緩和します。 

  ア 新築等に係る建築物（新築しようとする建築物、増築に係る部分又は用途の変更に係る部分）の延べ面積が１，０００㎡以下の場合 

  イ 次のいずれかに該当する建築物の増築で、増築後の延べ面積が従前の１．２倍以下の場合 

   ・商業系の用途地域内における集客施設の増築又は工業系の用途地域内における工場もしくは作業場の増築 

   ・学校、病院、神社仏閣等の増築 

集客施設（※１）を含む開発事業  

 1,000 ㎡未満 

大規模な開発事業  

 10,000 ㎡以上 2,000 ㎡以上 

10,000 ㎡未満 

1,000 ㎡以上 

2,000 ㎡未満 

【京都市】 

ま ち づ く り 条 例 の 届 出 対 象 

 

 

 

 

 

【事業者】 

意見書 

なし 

 

【市 民】 

＜手続終了＞ 
    ※４ 

 

 

要請 

なし 

＜手続終了＞ 
    ※４ 

 

要求あり   市は提出された要求書を事業者に送付 

要請があった場合 

開発事業者は、文書や図面等により分かりやすい説明に努めるとともに、地域

社会の一員であるとの認識の下、協議及び意見の調整を行うよう努めなければな

らない。 

周知範囲は、敷地境界から100m の範囲と、当該範囲の自治連合会等の住民組

織を代表する者から求められた範囲。説明会の開催日時及び周知範囲を京都市に

報告 

＜手続終了＞ 
    ※４ 

 

 

【事業者】 開発事業の構想の提出 

（小規模建築物の特例（※２）（※３）あり） 

＜手続終了＞※４ 

 

（
※
４ 

手
続
終
了
後
を
含
む
。） 

 

【
京
都
市
】
ま
ち
づ
く
り
の
方
針
に
適
合
し
て
い
な
い
場
合
は
、
指
導
・
助
言→

勧
告→

公
表 

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 
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京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例　　手続フロー図

条例第２条第５号 集客施設の定義
ｱ 物品販売業を営む店舗又は飲食店

ｲ ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ場、ｽｹｰﾄ場、水泳場、その他

これらに類する別に定める運動施設

ｳ ホテル又は旅館

ｴ 遊技場

ｵ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場

ｶ 公衆浴場

ｷ 集会場（結婚式場、葬祭場その他

これらに類する用途に供するものを

含む。

ｸ 展示場

ｹ 勝馬投票券発売所、場外車券売場

その他これらに類する用途で別に

定めるものに供するもの

新築･増築･用途変更に係る延べ面積

５００㎡以下 ５００㎡超

開発構想届
（看板掲示による公示）

届 出

１，０００㎡以上２，０００㎡未満

集 客 施 設 届出不要
No

Yes

著しく小規模な開発事業

・開発構想届（第１号様式）

・付近見取図（1/2,500）
・平面配置図

・駐車場・緑化等を示す図

・土地の現況写真

（撮影位置図も含む）

・建物平面図

・建物立面図

・建物断面図

必要書類

無し

有り

説明状況報告書

手 続 終 了※報告書提出日から

７～１０日程度

周辺住民

からの

説明会等実施

要請有無

説明状況報告書

説明会等実施

※集客施設に係る延べ面積

開発構想届
（届出のみ）

２，０００㎡以上～１０，０００㎡未満 １０，０００㎡以上

集 客 施 設

新築･増築･用途変更に係る延べ面積

Yes

５００㎡以下 １，０００㎡超１，０００㎡以下

手 続 終 了

開発構想届
（届出のみ）

著しく小規模な開発事業

①準工業地域、工業地域、工業専用地域の工場もしくは作業場の増築

②商業地域、近隣商業地域の集客施設の増築

③学校・病院・神社、寺院、教会その他これらに類するものの増築

増築後÷増築前

１．２倍以下

開発構想届
（看板掲示による公示）

開発構想届
（説明会の実施）書面配布及び看板掲示による周知

１．２倍超

市
民
意
見
書
提
出

届出日より２週間

看板掲示

※敷地面積が２，０００㎡以上～１０，０００㎡未満
のものは、集客施設に係る延べ面積

No

下記の条件のいずれかに

小規模な開発事業

縦
覧
期
間

非該当

(新築も含む)

該当

【書面配布周知の範囲】

基本は開発区域の境界
から１００ｍ、超える

範囲については自治連

合会等の住民組織と協

議し決定

公 告

説明会開催

説明会開催状況

報告書

手 続 終 了

公告日

から
２週間 公告日

から
３週間
以内

事業者から

見解書提出

提出有り

見解書公表

再説明要求書

提出無し

見解書公表の日の
翌日から２週間以内

提出有り

※意見書提出者のみ

再説明要求書提出可

再説明等

再説明状況報告書

提出無し

見解書公表の日の

翌日から４週間以内

戸別訪問説明、
書類の送付等

届出日より２週間

看板掲示

看板は敷地に面する道路

から見やすい場所に掲示
（第２号様式）
【看板掲示の内容】

・説明会開催日時・場所

・開発事業者の氏名･住所

・地番及び面積
・開発構想概要

看板は敷地に面する道路

から見やすい場所に掲示
（第７号様式）
【看板掲示の内容】

・開発事業者の氏名･住所

・地番及び面積

・開発構想概要

（第８号様式）
※看板掲示期間満了の
翌日から１週間以内に

提出

開 発区 域の 敷 地面 積

（第３号様式）

（第４号様式）

（第５号様式）

看板は敷地に面する道路

から見やすい場所に掲示
（第７号様式）
【看板掲示の内容】

・開発事業者の氏名･住所

・地番及び面積

・開発構想概要

（第８号様式）
※看板掲示期間満了の
翌日から１週間以内に

提出

敷地全体の

延べ面積

説明会の１週間前までに

看板掲示、配布完了

-
 
5
 
-



 

第１号様式（第４条関係） 

開  発  構  想  届 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日 

届出者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

届出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 

     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第６条の規定により届け出ます。 

開 発 事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                         

電話   － 

代  理  者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                         

電話   － 

土 

  

地 

地  名  地  番 京都市   区 

用  途  地  域  防火地域 
□防火地域 □準防火地域 

□指定なし 

その他の地域又は

地区 

□  メートル第  種高度地区 

□美観地区（          ）□建造物修景地区（         ）   

□自然風景保全地区（      ）□眺望景観保全地域（        ） 

□風致地区（          ）□歴史的風土保存区域    

□近郊緑地保全区域        □宅地造成等工事規制区域 
□特定盛土等規制区域       □屋外広告物規制区域（       ） 

□屋外広告物等特別規制地区 

□その他（                              ） 

土 地 の 面 積 平方メートル 

指 定 建 蔽 率 パーセント 指 定 容 積 率 パーセント 

開

発

構

想

の

概

要 

主 な 用 途  工 事 の 種 別 
□新築   □増築 

□用途変更 □開発行為 

階 数  

建 蔽 率 約         パーセント 容 積 率 約     パーセント 

建 築 物 の 高 さ 約                              メートル 

 計 画 部 分 既 存 部 分 合 計 

建 築 面 積 約    平方メートル 約    平方メートル 約    平方メートル 

延 べ 面 積 約    平方メートル 約    平方メートル 約    平方メートル 

用途ごとのおおよ

その面積 
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良好なまちづくり

を推進するために

配 慮 す る 事 項 

開発事業を通じて地

域社会の一員として

担おうとする役割に

係る事項 

 

町並みとの調和に係

る事項 

 

生活環境との調和に

係る事項 

 

その他地域社会への

配慮に係る事項 

 

説 明 会 の 日 時  説 明 会 の 場 所 
 

必要な申請等の種類  

注 1 該当する□には、✓印を記入してください。 

   ２ 「指定建蔽率」とは敷地に建築可能な建築面積の敷地面積に対する割合を、「指定容積率」とは敷

地に建築可能な延べ面積の敷地面積に対する割合をいいます。 

   ３ 「建蔽率」とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を、「容積率」とは建築物の延べ面積の

敷地面積に対する割合をいいます。 

   ４ 説明会の日時の欄及び説明会の場所の欄は、説明会の予定が決まっていない場合については、記入

する必要はありません。 
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第２号様式（第６条関係） 

 
開発構想に関する説明会の概要 

 

 

  

（開発事業の概要） 

土  地 

地 名 地 番 京都市   区 

土 地 の 面 積 平方メートル 

開 

発 

構 

想 

の 

概 

要 

主 な 用 途 
 

工 事 の 種 別 
□新築  □増築 

□用途変更□開発行為 

階     数 地上  階 地下 階 建 築 物 の 高 さ 約     メートル 

建  蔽  率 約   パーセント 容 積 率 約    パーセント 

 計  画  部  分 既  存  部  分 合 計 

建 築 面 積 約     平方メ－トル 約     平方メ－トル 約     平方メ－トル 

延 べ 面 積 約     平方メ－トル 約     平方メ－トル 約     平方メ－トル 

用 途 ご と の 

お お よ そ の 

面    積 

 

開  発 

事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                                電話      － 

代 理 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

               電話      － 

標 識 設 置 年 月 日                     年    月    日 

この標識は、京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例に基づき

設置したものです。 

 

90 センチメートル以上 

説 明 会 の 開 催 日 時   年  月  日（  曜日）  時  分から  時  分まで 

説 明 会 の 開 催 場 所  

 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

90 
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第３号様式（第７条関係） 
説 明 会 開 催 状 況 報 告 書 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

報告者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 
報告者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 
 
 
     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第８条第６項の規定により報告します。 

開 発 事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 
 
氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 
                        電話   － 

説 
 
 
 
 
 
 
 
明 
 
 
 
 
 
 
 
会 

開催の周知 
標 識 設 置 年 月 日 年     月    日 
書 面 配 布 の 完 了 年 月 日 年     月    日 

日 時  開 催 回 数 回 

場 所  

出 席 者 開発事業者側        人       住民側        人 

意 見 

 

回 答 

 

注 説明会の状況の要旨を記録した書類又は住民に配布した資料があるときは、当該書類を添付してください。 
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第４号様式（第９条関係） 

 

再 説 明 要 求 書 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

申出者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

申出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 

 

     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第１１条第１項の規定により更なる説明を希望し

ます。 

開催構想

の 概 要 

開 発 事 業 者 の 氏 名 

（法人にあっては、名称） 

 

土 地 の 地 名 地 番 京都市     区 

更 な る 

説 明 の 

要求内容 

見解書の内容のうち、 

開 発 事 業 者 に よ る 

更なる説明を求める部分 

 

説 明 を 求 め る 理 由 

 

開 発 事 業 者 に 求 め る 

説 明 の 方 法 

 

□戸別訪問   □説明会の開催   □書類の送付 

 

□その他（                ） 

 

 

注 この要求書の写しは、開発事業者に送付されます。 
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第５号様式（第１０条関係） 

再 説 明 状 況 報 告 書 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

報告者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

報告者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 

     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第１２条第３項の規定により報告します。 

開  発  事  業  者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                         

電話    － 

更なる

説明の

概 要 

説明の方法 
 

日 時 
 

場 所 
 

出 席 者 
 

更なる説明 

を 求 め ら 

れ た 事 項 

 

更なる説明 

の 内 容 

 

上記の説明 

に 対 す る 

希 望 者 の 

意見の内容 

その他再説

明時の状況 

 

注１ 「希望者」とは、更なる説明を希望した者をいいます。 

２ 希望者に配布した資料があるときは、当該資料を添付してください。 
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第６号様式（第１１条関係） 

開  発  構  想  変  更  届 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

届出者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

届出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 

 

     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第１３条第１項の規定により届け出ます。 

土 地 の 地 名 地 番 京都市   区 

変 更 の 種 類  

 変    更    前 変    更    後 

開 発

事 業

者 

住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地） 
  

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者名） 

                       

電話   － 

                    

電話   － 

代 理 

者 

住所（法人にあっては、

主たる事務所の所在地） 
  

氏名（法人にあっては、

名称及び代表者名） 

                       

電話   － 

                  

電話   － 

土 

 

地 

地 名 地 番 京都市  区 京都市  区 

土 地 の 面 積 平方メートル 平方メートル 

開 

 

発 

 

構 

 

想 

 

の 

 

概 

 

要 

主 な 用 途   

階 数   

建 蔽 率 約         パーセント 約         パーセント 

容 積 率 約         パーセント 約         パーセント 

建 築 物 の 高 さ 約          メートル 約          メートル 

建築面積 

計 画 部 分 約        平方メートル 約        平方メートル 

既 存 部 分 約        平方メートル 約        平方メートル 

合 計 約        平方メートル 約        平方メートル 

延べ面積 

計 画 部 分 約        平方メートル 約        平方メートル 

既 存 部 分 約        平方メートル 約        平方メートル 

合 計 約        平方メートル 約        平方メートル 

用途ごとのおおよその 

面積 
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良好なま

ちづくり

を推進す

るために

配慮する

事項 

開発事業を通

じて地域社会

の一員として

担おうとする

役割に係る事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町並みとの調

和に係る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活環境との

調和に係る事

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他地域社

会への配慮に

係る事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 の 理 由  

注 「建蔽率」とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を、「容積率」とは建築物の延べ面積の敷地面

積に対する割合をいいます。 
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第７号様式（第１７条関係） 

 
開 発 構 想 の 概 要 

土 地 

地 名 地 番 京都市   区 

土地の面積 平方メートル 

開

発

構

想

の

概

要 

主 な 用 途 
 

工 事 の 種 別 
□新築  □増築 

□用途変更□開発行為 

階   数 地上   階 地下  階 建 築 物 の 高 さ 約     メ ー ト ル 

建 蔽 率 約   パーセント 容 積 率 約     パーセント 

 計  画  部  分 既  存  部  分 合 計 

建 築 面 積 約  平方メートル 約  平方メートル 約  平方メートル 

延 べ 面 積 約  平方メートル 約  平方メートル 約  平方メートル 

用途ごとの 

おおよその 

面   積 

 

 

開  発 

事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                                                                電話   －       

代 理 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

         

電話   －   

標 識 設 置 年 月 日                     年   月   日 

 この標識は、京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例に基づ

き設置したものです。この開発構想について、同条例に基づく説明を求めら

れる方は、次の連絡先に御連絡ください。  

(連絡先)                    電話   －  

 

90 センチメートル以上 

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上 

90 
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第８号様式（第１７条関係） 

説 明 状 況 報 告 書 

 

（宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

報告者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

報告者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 

 

 

     電話   － 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第２３条第３項の規定により報告します。 

開 発 事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                        電話   － 

説 

 

 

 

 

 

 

明 

日 時 
 

場 所 
 

出 席 者 
 

意 見 

 

回 答 

 

そ の 他 の 措 置 

 

 

注１ 住民への個別の説明を行った場合は説明の欄に、その他の措置を講じた場合はその他の措置の欄にそ

の内容を記入してください。 

  ２ 住民に配布した書類があるときは、当該書類を添付してください。 
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第１号様式（第４条関係） 

開  発  構  想  届 

 

（ 宛先） 京   都   市   長 年   月   日  

届出者の住所（法人にあっては、主たる事務所の

所在地） 

 京都市○○区○○町○○○番地 

届出者の氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 株式会社 ○○ 

  代表取締役 △△△△ 

     電話 075－×××－×××× 

 

京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条例第６条の規定により届け出ます。 

開 発 事 業 者 

住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

 京都市○○区○○町○○○番地 

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

 株式会社○○  代表取締役 △△△△  電話 075－×××－×××× 

代  理  者 住所（法人にあっては、主たる事務所の所在地） 

  

氏名（法人にあっては、名称及び代表者名） 

                        電話   － 

 

土  

  

地 

地  名  地  番 
京都市 ▲▲ 区 ▲▲町●●番地 

用  途  地  域 
商業地域(過半)、 

第 2 種住居地域 
防火地域 

□防火地域 □準防火地域 

□指定なし 

 

その他の地域又は

地区 

 

□  メートル第  種高度地区  
 

 

□美観地区（ 旧市街地型       ）□建造物修景地区（            ） 

□自然修景保全地区（       ）□眺望景観（近景、遠景デザイン保全区域   ） 

□風致地区（          ）□歴史的風土保存区域（          ） 

□近郊緑地保全区域                □宅地造成等工事規制区域 
□特定盛土等規制区域       □屋外広告物規制区域（ 第３種    ） 

□屋外広告物等特別規制地区 

□その他（ 高度利用地区（京都駅周辺）                   ） 

土 地 の 面 積 １１，０００  平方メートル 

指 定 建 蔽 率 ７４ パーセント 指 定 容 積 率  ４８０ パーセント 

開

発

構

想

の

概

要 

主 な 用 途 物品販売業を営む店舗 工 事 の 種 別 
□新築   □増築 

□用途変更 □開発行為 

階 数 ３階 

建 蔽 率 約      ３2 パーセント 容 積 率 約   9１ パーセント 

建 築 物 の 高 さ 約                           １２  メートル 

 計 画 部 分 既 存 部 分 合 計 

建 築 面 積 
約 3,500 平方メートル 約 ０ 平方メートル 約 3,500 平方メートル 

延 べ 面 積 
約10,000 平方メートル 約 ０ 平方メートル 約10,000 平方メートル 

用途ごとのおおよ

その面積 
物品販売業を営む店舗面積 約▼▼㎡ 

共同住宅面積 約××㎡ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

✔ 

敷地に係る全ての用途地域を

記載し、用途地域が複数にまた

がる場合については過半の用

途地域が分かるように記入 

25 

15 

 

三 

届出日を記入 

代理者に委任され

る場合は記入 

 

敷地が、指定建蔽率・

指定容積率が異なる地

域にまたがる場合は按

分した数値を記入 

 

地区が複数にまたがる

場合は全て記入 

 

✔ 

記 入 例 

✔ 

開発事業者を記入 

いずれも概ねの面積を記入 
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良好なまちづくり

を推進するために

配 慮 す る 事 項 

 

 

 

 

開発事業を通じて

地域社会の一員と

して担おうとする

役割に係る事項 

 

（例 地域特性を活かした施設計画） 

・ 開発地域は、「京都市持続可能な都市構築プラン」の広域拠点エリアである

○○駅周辺に位置し、上層階はオフィス機能として整備するとともに下層階

は店舗を計画することで、人々が働き、集う場として地域の核を担います。 

・ 交通の拠点となる○○駅に隣接するため、敷地内に駅を利用する方や地域

の方が気軽に利用できる緑豊かなオープンスペースを設け、地域に潤いを提

供します。 

・ 計画建物は観光地である○○付近に位置するため、△△の魅力や文化を伝

えるスペースをロビーに設けることで、旅行者や利用者が地域を学ぶ機会を

増やし、地域の発展に寄与します。 

（例 利便性の向上） 

・ 高齢化が見込まれる地域への出店に当たり、全国展開するチェーン店の特

性である物流の強みを活かし、充実した品揃えを行うことにより、地域に不

可欠な存在となることを目指します。 

（例 地域コミュニティの活性化） 

・ 当該開発により立地を予定する店舗は、現在の多様なライフスタイルや消

費者ニーズに対応した多様な商品を提供できる複合型店舗であり、この総合

スーパーとしての特性を生かし、地域の方々の交流の場として、積極的に祭

りやイベント等の地域活動の場としての役割を果たし、地域経済の活性化及

びコミュニティ活動の一助も担っていくことを企業方針として、地域社会へ

貢献していきます。 

 

 

 

町並みとの調和に

係る事項 

 

（例 建築物の意匠） 

・ 開発区域である○○地域は、△△の自然条件や××の歴史的町並みなどの

地域特性を有しており、これらを生かして、建築物の形態、意匠、配置等を

総合的に計画します。 

・ 隣接する良好な町並みの景観保持のため、低層部には周辺の京町家と連続

する庇を設け、外壁の色調を合わせるなどの配慮をします。 

・ 町並みにおける建築物の圧迫感を低減するため、分節化の工夫を行います。 

（例 緑化による配慮） 

・ 周辺環境に憩いを与えている既存の樹木については、伐採を極力回避でき

るように建物を配置します。 

・ 道路沿いに出来る限り緑地を設けることで、緑豊かな沿道空間を創出しま

す。 

 

 

 

生活環境との調和

に係る事項 

（例 周辺環境への配慮） 

・ ○○側は敷地境界から後退することで隣接する住宅へ与える圧迫感を低減

するとともに、開口部の配置などプライバシーにも配慮した建物計画としま

す。 

・ 計画地は幹線道路に面し、その歩道が近隣の○○小学校の通学路であるた

め、通学時間帯はガードマンによる入退場車両の誘導を適切に行います。 

（例 駐車場の配置等） 

・ 開発地域に隣接する○○街道は、生活道路かつ通学路にも指定されている

ため、駐車場の出入口はメイン道路である○○道路側のみとし、回転灯等の

安全施設を設置し、安全対策を図ります。 

・ 深夜時間帯における営業も想定していますが、駐車場内において、車両の

不要なアイドリング、クラクション及び空ふかしを禁止するよう指導等を行

い、周辺環境への対策を徹底します。 

 

その他地域社会へ

の配慮に係る事項 

 

 

（例 地域行事への参加） 

・ 出店後は、開発区域である○○地域に古くから伝わる催事に積極的に関わ

ることで、地域の活性化に貢献すると共に、自治会活動に積極的に関わるな

ど、地域と共存共栄を目指します。 

（例 地元への貢献） 

・ 女性やこどもの駆け込み対応や高齢者の保護等、地域の方々の安心安全に

生活ができるセーフティ－ネットの役割を担います。 

・ 地元の方を優先的に採用することで、地域の安定した雇用を創出します。 

（例 災害時における役割） 

・ 災害時には広場を避難場所として開放し、地域拠点とすることを見据え、

施設のバリアフリー化を図り、その役割を果たせるよう、環境を整えます。 

（例 地元住民への説明方法・工事期間中の意見調整等） 

・ 地域コミュニティの実情に応じ、自治連合会ごとに説明会を行い、きめ細

やかな対応を行います。更に、説明会後も現地に意見箱を設置し、地域のみ

なさまとの信頼関係を強めながら、工事を進めていきます。 

説 明 会 の 日 時 平成○年○月○日（△）19 時 説 明 会 の 場 所 ××会館会議室 

必要な申請等の種類 建築確認申請、京都市中高層条例届出、開発許可申請、大規模小売店舗立地法の届出 

注 1 該当する□には、✓印を記入してください。 

   ２ 「指定建蔽率」とは敷地に建築可能な建築面積の敷地面積に対する割合を、「指定容積率」とは敷地に建築可能な延べ

面積の敷地面積に対する割合をいいます。 

   ３ 「建蔽率」とは建築物の建築面積の敷地面積に対する割合を、「容積率」とは建築物の延べ面積の敷地面積に対する割

合をいいます。 

   ４ 説明会の日時の欄及び説明会の場所の欄は、説明会の予定が決まっていない場合については、記入する必要はありませ

ん。 

まちづくり条例の届出以降の

主な手続を記入 

条例では、良好な

まちづくりの推進

を図るため、『地域

社会へ積極的に貢

献すること』を事

業者の責務として

規 定 し て お り ま

す。 

そこで、事業者の

みなさまが、今後、

地域に進出するに

当たり、将来への

展望を含めた事業

内容の公共的価値

や地域貢献につい

て、広く市民のみ

なさまへ周知をし

ていただくよう、

記入方法を工夫し

てください。 

（例） 

・地域特性を活かし

た施設計画 

・利便性の向上 

・地域コミュニティ

の活性化   等 

 

（例） 

・景観への調和 

・緑化による配慮 等  

 

（例） 

・周辺環境への配慮 

・駐車場の配置 等 

（例） 

・地域行事への参加 

・地元への貢献 

・災害時における役割 

・工事中の配慮 等 
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事業者

周辺住民

開発構想の概要を示した標識設置

みなさんに計画案の内容が伝わる

ように、工夫してみます。

構想段階である程度具体

的にイメージを持っても

らうことで、みなさんに

理解してもらえた。

説明会ではどなたでも分かりやすいように、図面

だけではなく、イメージ図や模型などを使って、

計画をより理解していただくための工夫をしまし

た。

うちの近所に新しく店舗ができるようだけど、駐

車場の位置や防犯対策はどうなってるかしら。説

明会があるようだけど、図面は見慣れていないか

ら・・・。

地域の皆さんに分かりやすく構想を伝

えるために、説明資料の記載方法を工

夫してみてはどうですか。

意見調整の事例１

○ 説明を工夫することで、計画に対する理解が深まった事例

説明会の資料に具体

的な計画案の内容が

書かれていて、分か

りやすかった。

京都市

境界部分の

防犯対策は？

自動車出入口の

安全対策は？

自転車置場

はある？

▲

店舗入口

▲

自
動

車

出
入

口

駐
輪

場

駐車場

植栽

植栽

バイク置場

隣地境界には、

植栽と柵を配

置します。

隣地

隣地道
路

駐車場の見通しを適切に確保し、

安全対策を図ります。

駐輪場とバイク

置き場を設置し

ます。

開発構想に関する

説明会の開催

-
 
1
8
 
-



事業者

周辺住民

開発構想に関する説明

（説明会、個別説明など）

開発構想の概要を示した標識設置等

敷地に接する道路は、歩道がなくて危険。

歩行者のための通路を設置するなど、安

全対策を検討してもらえたら・・・。

何か工夫

ができな

いか、検

討してみ

ます。

意
見
調
整
後
・・・

計画の構想段階で周知

することで、地域の悩

みや要望が把握でき、

計画に活かせた！

駐車場部分の車の配置を工夫して、敷地内に

歩行者のための通路を確保しました。

意見調整の事例２

○ 開発構想の早い段階で地域と意見調整することで、計画を工夫することができた事例

地域のために考えて

くれたことは、あり

がたい。

これで安心して買い

物もできそうだ。

道路が狭くて、

歩きにくい！

道路に接して，歩くス

ペースができて，歩き

やすくなった！

道路（歩道）
▲

歩行者・

自動車

出入口

道
路
（
歩
道
な
し
）

▲

店舗入口
駐車場

道路（車道）

▲

歩行者・

自動車

出入口

道
路
（
歩
道
な
し
）

物販店舗

▲

店舗入口

駐車場

道路（歩道）

道路（車道）

歩
行
者
用
通
行
ス
ペ
ー
ス

物販店舗

▲

歩
行

者

出
入

口

駐
輪
場

駐
輪
場
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